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新型コロナウィルス感染症対策チェックリスト（保育・教育等施設用）

□ 保育所における感染症対策ガイドライン（2018年版）を確認した。

□ 危機管理マニュアルを確認し、職員等の役割分担を確認した。

□ 施設内の緊急時の連絡体制を確認した。

□ 保健所等の相談窓口について、電話番号を掲示するなどして確認した。

□ 感染症に備えて、手指消毒液（アルコール等）、施設消毒薬（次亜塩素酸

ナトリウム等）を準備している。

□児童がよく手を触れる場所の消毒を定期的に実施している。

□健康観察の実施を徹底し、欠席・早退した児童の健康情報を取りまとめ、

施設内職員で情報共有している。

□児童の欠席連絡を家庭から受ける際に、聞き取る情報項目をまとめている。

□感染児童の兄弟姉妹等の情報を把握している。

□できる限り健康状態の確認（検温等）を自宅で行うよう家庭に伝えている。

□発熱や咳等の風邪の症状が見られるときは、無理せずに自宅で休養するよう

家庭に伝えている。

□日頃から手洗いや咳エチケット等の大切さを教えている。

□体調が良くない時は、早めに申し出るよう促すとともに、乳幼児に関しては

定期的に検温や健康観察をしている。

□感染症の最新情報（流行地域や感染経路等）を入手することを心がけている。

□行事の実施を見直すなど、柔軟な対応を心がけている。

□日頃から、園医（嘱託医）と連絡を取り合うなど、相談体制が構築できている。

□日頃から施設内職員及び子どもの人権意識を高め、感染症を理由とした偏見や

差別が生じないよう配慮した対応を心がけている。
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【新型コロナウイルス感染症発生時の対応手順】（保育所等、放課後児童クラブ）

※保育所等・・・保育所、認定こども園（全類型）、地域型保育事業、認可外保育施設（企業主導型

含む）、児童館

保育所等（※）

放課後児童クラブ

県こども

未来課

所轄保健所

園
医

対応を協議・判断

感染した児童の保護者

連絡

連絡

県医療政策課

連絡

・臨時休業の必要性の有無

（期間、範囲）

・職員の情報共有

・児童及び職員の健康観察

（発熱や呼吸器症状の有無等）

・保護者等への情報提供、連携  等

保護者の同意を

得て情報共有

連絡 相談

連絡

第一報

①医療機関名

②現在の状況

（入院の有無も含む）

③受診するまでの状況

（発熱、呼吸器症状が

いつからあったか等）

④今後の見通し

※児童は出席停止

市町児童福祉主管課

※職員の場合も同様

連絡

相談

（園医がいる場合）
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【新型コロナウイルス感染症発生時の対応手順】（私立幼稚園）

対応を協議・判断

県医療政策課

第一報

連絡

所轄保健所県こども

未来課

連絡 相談

（園医がいる場合）

連

絡

私立幼稚園
園
医

情

報

共

有

連絡

感染した児童の保護者

連絡

相談

①医療機関名

②現在の状況

（入院の有無も含む）

③受診するまでの状況

（発熱、呼吸器症状が

いつからあったか等）

④今後の見通し

※児童は出席停止

※職員の場合も同様

・臨時休業の必要性の有無

（期間、範囲）

・職員の情報共有

・児童及び職員の健康観察

（発熱や呼吸器症状の有無等）

・保護者等への情報提供、連携  等

保護者の同意を

得て情報共有

各市町幼稚園

主管課



【施設名】 【役職】 【報告者】

【連絡先】

【施設種別】

【感染者の状況】

【すでに報告した機関名】 【連絡日時】 【受話者】

【休園・行事の中止など】

卒園式（　中止 ） その他の行事
入園式（未定 ） （ 進級式：中止 )

【その他感染対策】

新型コロナウィルス感染症発生対応時の記録表【記載例】

報告元
【市町名】

ながさきこども園 園   長 長崎　花子 長崎市

こども未来クリニック　 ３月３日　９：３０ 院長

受理年月日
・時間 令和２年３月３日（月）１０：００　　 ０９５－８２４－１１１１

発生
施設名 同上 　園児・

　園児家族（　　　　　）

【年齢】
保育所・ 認定こども園 5幼稚園・ 放課後児童クラブ

その他
特記
事項

　休園中の園児の状況について、毎日、園長以下職員（自宅待機者含む）で
　確認する予定

対応
状況

全部休園、登園自粛
一部休園（　　　　　）休園期間 令和　２年３月４日　～　令和　2年３月19日

卒園式
・入学式

　長崎保健所による施設内の消毒
　職員は園長と主任以外は自宅待機

確認
事項

　1週間前から発熱し、休んでいたが、インフルエンザは陰性との連絡を受けて
　いた。3日前に入院し、即検査、本日陽性が判明した。
　家族等に感染者及び濃厚接触者はいない。

長崎保健所 ３月３日　９：００ 不明

県で通報を受けた時の聞き取り記録表です。発生時には、以下の内容について確認しますので、
県や市町へ第一報を入れる際の参考にしてください。（不足している情報については、追って
連絡してください）
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新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）（令和２年２月29日時点版）

《新型コロナウイルスについて》

問１ 「コロナウイルス」とはどのようなウイルスですか？

これまでに、人に感染する「コロナウイルス」は、７種類見つかっており、その中の一つが、昨

年 12 月以降に問題となっている、いわゆる「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」です。 この

うち、４種類のウイルスは、一般の風邪の原因の 10～15％（流行期は 35％）を占め、多くは軽

症です。残りの２種類のウイルスは、2002 年に発生した「重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）」

や 2012 年以降発生している「中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）」です。 コロナウイルスはあらゆ

る動物に感染しますが、種類の違う他の動物に感染することは稀です。また、アルコール消毒

（70％）などで感染力を失うことが知られています。

《感染様式》

問２ 新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか？

現時点では、飛沫感染（ひまつかんせん）と接触感染の２つが考えられます。

（１）飛沫感染 感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば など）と一緒にウイルスが放出され、他者

がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。

※感染を注意すべき場面：屋内などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過

ごすとき

（２）接触感染 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者

のウイルスが付きます。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付

着し、感染者に直接接触しなくても感染します。

※感染場所の例：電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど

問３ 空気感染は起きているのでしょうか？

国内の感染状況を見ても、空気感染は起きていないと考えられるものの、閉鎖空間において近距

離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大させ

るリスクがあります。

注意！
厚生労働省ホームページに掲載の新型コロナウィルスに関するＱ＆Ａ（一般向け）（令和 2 年 2 月 29 日
時点版）から抜粋して掲載しておりますが、新型コロナウィルスについてはまだ不明な点が多く、Ｑ＆Ａ
の内容も随時更新されています。最新の情報は以下のアドレスに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
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問４ 無症状病原体保持者（症状はないがＰＣＲ検査が陽性だった者）から感染しますか？

通常、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合、症状が最も強く表れる時期に、他者へウイルス

を感染させる可能性も最も高くなります。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

したがって、可能性は低いとみられるものの、新型コロナウイルスについては十分解明されてい

ないこともあるため、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。

問５ 感染者の糞便から感染することがありますか？

これまで通り通常の手洗いや手指消毒用アルコールでの消毒などを行ってください。

また、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接

触者が使用した使用後のトイレは、急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、次亜塩素酸

ナトリウム（市販されている家庭用漂白剤等はこれにあたります、1,000ppm）、またはアルコー

ル（７０％）による清拭をすることを推奨します。

問６ 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか？

食品そのものにより新型コロナウイルス感染症に感染したとされる報告はありません。

ただ、食品や食事の配膳等を行う場合は、不特定多数の人と接する可能性があるため、接触感染

に注意する必要があります（※）。食器についても同様で、清潔な取扱を含め十分お気をつけ下さ

い。

※接触感染は新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路の１つです。

コロナウイルスは熱（70 度以上で一定時間）及びアルコール（70％以上、市販の手指消毒用ア

ルコールはこれにあたります）に弱いことがわかっています。製造、流通、調理、販売、配膳等

の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、手指消毒用アルコール等による手指の消

毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されてい

れば心配する必要はありません。ＷＨＯからの一般的な注意として「生あるいは加熱不十分な動

物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には注意すること」とされて

います。

《新型コロナウイルス感染症の予防法》

問７ 感染を予防するために注意することはありますか。心配な場合には、どのように対応すれ

ばよいですか？

まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。

具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混

雑した場所を避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。

また、人込みの多い場所は避けてください。屋内でお互いの距離が十分に確保できない状況で一
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定時間を過ごすときはご注意下さい。

問８ 集団感染を防ぐためにはどうすればよいでしょうか？

多くの事例では新型コロナウイルス感染者は、周囲の人にほとんど感染させていないものの、一

人の感染者から多くの人に感染が拡大したと疑われる事例が存在します（屋形船やスポーツジム

の事例）。また、一部地域で小規模患者クラスターが発生しています。

※「小規模患者クラスター」とは、感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のこ

とを言います。

急激な感染拡大を防ぐためには、小規模患者クラスターの発生の端緒を捉え、早期に対策を講じ

ることが重要です。これまでの感染発生事例をもとに、一人の感染者が生み出す二次感染者数を

分析したところ、感染源が密閉された（換気不十分な）環境にいた事例において、二次感染者数

が特徴的に多いことが明らかになりました。

換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けてください。また、

イベントを開催する場合には、風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが

高いことから、その規模の大小にかかわらず、その開催の必要性について検討するとともに、開

催する場合にあっては、風通しの悪い空間をなるべく作らないなど、その実施方法を工夫するよ

うお願いします。

問９ マスクをした方がよいのはどのような時ですか？

マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛散を防ぐ上で高

い効果を持ちます。咳やくしゃみ等の症状のある人は積極的にマスクを着用しましょう。

ご自身の予防用にマスクを着用することは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十

分な場所では一つの感染予防策と考えられますが、屋外などでは、相当混み合っていない限り、

マスクを着用することによる予防効果はあまり認められていません。

問 10 マスクが手に入らないときは、代わりにどのような方法があるでしょうか？

自分の手を用いるのではなく、ハンカチやタオルなど、口を塞ぐことができるものを代用するこ

とでも飛沫（くしゃみなどの飛び散り）を防ぐ効果があります。

問 11 「咳エチケット」とは何ですか？

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティ

ッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。

対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）

が、一定時間以上、多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環

境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。
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詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

問 12 イベント等の開催について注意することはありますか？

この１、２週間が感染防止に極めて重要である中で、多数の方が集まるような全国的なスポーツ、

文化イベント等は大規模な感染リスクがあることから、２月 26 日から２週間は、中止、延期又

は規模縮小等の対応をお願いします。その後の対応については、今後の感染拡大の状況等を見な

がら判断することとしています。

《潜伏期・医療に関するもの》

問 13 潜伏期間はどれくらいありますか？

ＷＨＯの知見によれば、現時点で潜伏期間は 1-12.5 日（多くは５-６日）とされており、また、

これまでのコロナウイルスの情報などから、未感染者については 14 日間にわたり健康状態を観

察することが推奨されています。

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

問 14 新型コロナウイルスは重症化しやすいのですか？

新型コロナウイルスに感染した人は、軽症であったり、治癒する方も多いです。国内の症例では、

発熱や呼吸器症状が 1 週間前後持続することが多く、強いだるさを訴える方が多いようです。

コロナウイルスによる肺炎が重篤化した場合は、人工呼吸器など集中治療を要し、季節性インフ

ルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。高齢者や基礎疾患（糖尿病、心不

全、呼吸器疾患など）を有する方では、重症化するリスクが高いと考えられています。

国内での発生事例と武漢からのチャーター便帰国者事例を合わせると、ＰＣＲ検査陽性の方で症

状のあった 208 人のうち、重症（人工呼吸器等を必要とした又は集中治療室に入院した）である

方は、10%強でした（２月 29 日現在）。

なお、中国疾病対策センター（中国ＣＤＣ）によると、2 月 11 日までに中国でコロナウイルス感

染症と診断された約 44000 人のデータによると、息苦しさ（呼吸困難）などを認めない軽症例が

80%以上と多くを占めており、呼吸困難が生じる重症や呼吸不全に至る重篤例は 20%未満に過

ぎないと報告されています。

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from

=timeline&isappinstalled=0

（参考）国立国際医療研究センターからの症例報告

http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_200

205.pdf
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《その他》

問 15 中国から一時帰国した児童生徒等に対して、帰国後の学校への受け入れ支援や、いじめ防

止等に向けて、どのような取組が行われていますか？

中国から一時帰国した児童生徒等に、学習機会の確保をはじめとした教育支援を行うことは、重

要な課題と考えています。このため、帰国後居住した地域にある学校への入学希望や、受け入れ

後の手続き等で質問やお困りの場合には、まずは、以下の窓口にお問い合せ下さい。

学校の種類 問い合わせ窓口

公立の学校

（幼稚園・小中学校・高校・特別支援学校 等） 現在居住している

都道府県／市区町村の教育委員会

（就学事務担当）

国立、私立の学校 当該学校の事務室

さらに、中国等からの急な帰国による一時受け入れや転校等で、様々な問題が生じた場合には、

児童生徒等や保護者はもとより、受け入れ側の学校教職員の相談にも対応できるよう、「海外子女

教育財団」において教育相談員を設置し、より専門的な知見に基づいたサポートを行っています

ので、ご活用下さい。

（公益財団法人 海外子女教育振興財団 問い合せ先）

受付時間帯 ： 月～金 １０：００～１７：００

専用ダイヤル： （海外から）＋８１－３－４３３０－１３５１            

（国内から）０３－４３３０－１３５１

学校においては、新型コロナウイルス感染症を理由とした、児童生徒等に対する「いじめ」や「偏

見」は許されるものではありません。

このため、文部科学省としては、学校や教育委員会に対し、いじめ防止対策推進法や「いじめの

防止等のための基本的な方針」等に基づき、児童生徒等や保護者に寄り添って適切に対応するよ

う周知徹底を行っていますが、2 月 7 日に、萩生田文部科学大臣からメッセージを公表し、

➀ 正しい知識に基づいて冷静に行動すること

➁ このため正確な情報を収集・把握すること

➂ いじめや偏見は決して許されることではなく適切な対応をとっていただくこと をお願いする

ため、文部科学省ホームページの特設サイトに掲載するとともに、SNS 等で発信しています。

学校における日々の指導や注意を促すための情報共有等に幅広くご活用下さい。

（参考）文部科学省新型コロナウイルス特設ホームページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
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《小・中学校等の臨時休業等に関すること》

問 16 ２月２８日に、安倍総理大臣と萩生田文部科学大臣は、全国全ての小・中学校等に対し、

３月２日から春休みに入るまでの間、臨時休校を行うよう要請しましたが、なぜ、今このような

要請をしたのですか？

現在、新型コロナウイルス感染症は、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散発

的に発生しています。専門家の知見を踏まえて、２月 25 日にまとめた「新型コロナウイルス感

染症対策の基本方針」で示したとおり、感染の流行を早期に収束させるためには、集団による感

染とその伝播の防止が極めて重要です。そして、この１、２週間が極めて重要な時期です。

コロナウイルス感染症は、飛沫感染や接触感染でうつるとされており、学校のように、日常的に、

長時間、集団で生活する場所では、感染リスクが高まると考えられます。また、高齢者の重症化

のリスクが指摘される一方で、子どもの感染事例も発生しています。

すでに、北海道や市川市、大阪市、堺市などでは、自治体の判断で学校休校が行われています。

子どもたちへの感染の防止は、これらの限られた地域だけではなく、全国でも感染のリスクを減

らす必要があります。

このため、子どもたちの健康、安全を何よりも第一に考え、このたび、全国全ての小学校、中学

校等について春休みに入るまで臨時休校を行うよう要請したものです。

問 17 保育園・幼稚園でも一斉臨時休園が行われるのですか？

保育園・幼稚園は通常どおり開園していただきます。

ただし、園児や職員等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合や、その地域で感染が拡大し

ていると自治体等が判断した場合には、臨時休園を行うことがあります。その場合にも、訪問型

一時預かりや保育士による訪問保育等の代替措置を講ずるようお願いしています。

なお、通常の季節性インフルエンザでも、これまでと同様、園児や職員等が多く罹患した場合に

は園等の判断により臨時休園となることがあります。
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(別紙)

保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した

場合の対応について（第二報）（令和2年2月25日時点）

（子どもが感染した場合について）

１． 感染した子どもが、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園していた場

合には、市区町村は、当該保育所等の一部又は全部の臨時休園を速やかに判

断すること。臨時休園の規模及び期間については、都道府県等と十分相談す

ること。

２． 感染した子どもが、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登園していた

場合には、現時点の知見の下では、一律に臨時休園が必要とまではいえない

可能性もある。このため、市区町村は、その必要性について、個別の事案ご

とに都道府県等と十分相談の上、慎重に判断すること。

（子どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合について）

３． 子どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合には、当該子どもの保護者

に対し、市区町村は登園を避けるよう要請すること。なお、この場合におい

て、登園を避ける期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算

して２週間とする。

（感染者がいない保育所等も含む臨時休園について）

４． １.及び２.とは別に、地域全体での感染拡大を抑えることを目的に、新型

コロナウイルス感染症の地域における流行早期の段階において、都道府県

等の衛生部局等とも十分に相談し、公衆衛生対策として、感染者がいない保

育所等も含む臨時休園を行うことも考えられる。この場合には、対外的な交

流イベントなど地域の子ども等が集まる行事なども含めて幅広く対策を検

討する必要がある。
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（発熱等の症状がある子どもの登園回避の要請の徹底について）

５． 感染拡大の防止の観点から、家庭との連携により、できる限り健康状態の

確認（検温等）を行うよう指導することとし、特に、感染者が確認された地

域に所在する保育所等においては、このことを徹底すること。また、発熱や

咳などの風邪の症状が見られるときは登園を避けるよう要請すること。

（職員における感染対策について）

６． 上記１．から５．については、職員についても、直接子どもに接する立場

にあることから一層厳格かつ迅速に対応する必要があり、同様の対応を行

うこと。この場合、職員については、休暇の取得や自宅待機等によって対応

すること。

（臨時休園や登園回避の要請等を行う場合の配慮事項について）

７． 市区町村においては、臨時休園や登園回避の要請等の判断を行うに当たっ

ては、臨時休園・登園回避等の期間中の家庭での保育や、給食のキャンセル

に係る対応等による保護者の追加的な負担等に留意し、都道府県等の衛生

部局等とも十分に相談の上、臨時休園や登園回避等の規模や期間等も含め、

保護者の負担を極力軽減できるような方法を検討すること。

また、医療職などの社会的要請が強い職業等については、その子どもの保

育の提供が必要な場合の対応として、訪問型一時預かり事業、保育所の保育

士による訪問保育、ベビーシッターの活用等が代替の方法として考えられる

ところであり、各市区町村においては必要に応じて対応を検討すること。

（医療的ケアを必要とする子どもへの対応等について）

８． 医療的ケアを必要とする子どもの中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や

人工呼吸器を使用している者も多く、肺炎等の呼吸器感染症にかかりやすい

特徴があることから、主治医や嘱託医に現在の保育所等を取り巻く状況を丁

寧に説明し、対応方法を相談の上、その指示に従うこと。また、登園時におい
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ては、特に健康観察を徹底し、日々の体調の変化に留意すること。なお、医療

的ケアを必要としないが、基礎疾患のある子どもについても同様の対応とす

ること。
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(別紙)

児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の
対応について（第二報）（令和2年2月25日時点）

（児童生徒等本人が感染した場合について）

１． 感染した児童生徒等が、発熱や咳などの症状が出ている状態で登校してい

た場合には、学校の設置者は、学校保健安全法第20 条に基づく学校の一部

又は全部の臨時休業を速やかに行うこと。臨時休業の規模及び期間につい

ては、都道府県等と十分相談すること。

２． 感染した児童生徒等が、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登校して

いた場合には、現時点の知見の下では、一律に臨時休業が必要とまではいえ

ない可能性もある。このため、学校の設置者は、臨時休業に伴う学習面への

影響なども考慮し、その必要性については、個別の事案ごとに都道府県等と

十分相談の上、判断すること。

（児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合について）

３． 児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、各学校において、

当該児童生徒等に対し、学校保健安全法第19 条に基づく出席停止の措置を

取ること。なお、この場合において、出席停止の措置をとる場合の出席停止

の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して２週間と

する。

（感染者がいない学校も含む積極的な臨時休業について）

４． １．及び２．とは別に、地域全体での感染防止を抑えることを目的に、新

型コロナウイルスの地域における流行早期の段階において、都道府県等の

衛生部局ほか首長部局とも十分に相談し、公衆衛生対策として、学年末にお

ける休業日の弾力的な設定などの措置により、感染者がいない学校も含む

積極的な臨時休業を行うことも考えられる。この場合には、対外的な交流イ



- 27 -

ベントなど地域の児童生徒等が集まる行事なども含めて幅広く対策を検討

する必要がある。

（発熱等の症状がある者を休ませる指導の徹底について）

５． 感染拡大の防止の観点から、家庭との連携により、できる限り健康状態の

確認（検温等）を行うよう指導することとし、特に、感染者が確認された地

域に所在する学校においては、このことを徹底すること。また、発熱や咳な

どの風邪の症状が見られるときは自宅で休養させるよう徹底すること。そ

の場合には、「学校保健安全法第 19 条による出席停止」又は「非常変災等

児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合など

で、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができ、指導要

録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録を

行うことができること。

（教職員における感染対策について）

６． 上記１．から５．については、教職員についても、直接児童生徒等に接す

る立場にあることから一層厳格かつ迅速に対応する必要があり、この場合、

休暇の取得や職務専念義務の免除等によって適切に対応すること。教職員

を休ませる措置を講じた場合にあっては、当該教職員に代わって授業等を

行う者の確保などに努めることが求められるが、困難な場合は、当面自習の

扱いとしても差し支えないこと。なお、文部科学省としては、公立学校にお

ける教員の加配や学習指導員の配置など児童生徒の学びや生活を支える支

援といった必要な支援を行うこととしているので、下記担当に相談願いた

いこと。

（教員の加配について）

【担当】初等中等教育局財務課定数企画係

０３－５２５３－４１１１（内線２０３８） teisu@mext.go.jp

（補習等のための指導員等派遣事業について）

【担当】初等中等教育局財務課校務調整係

０３－５２５３－４１１１（内線３７０４） ko-mu@mext.go.jp
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（臨時休業や出席停止の指示等を行う場合の配慮事項について）

７． 臨時休業や出席停止の指示等を行う場合においては、児童生徒が授業を十

分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じることの

ないよう、可能な限り、補充のための授業や家庭学習を適切に課す等の必要

な措置を講じるなど配慮すること。また、児童生徒の各学年の課程の修了又

は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益

が生じないよう配慮すること。なお、流行性疾患による学級閉鎖等の不測の

事態により学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を踏まえて編成し

た教育課程の授業時数を下回った場合、下回ったことのみをもって学校教

育法施行規則に反するものとはされないこと。

大学等において、臨時休業や出席停止の指示等を行う場合については、単

位認定、卒業及び課程の修了の認定又は学位の授与等に関し、補講・追試の

実施やレポートの活用による学修評価等を通じて弾力的に対処することで

学生の進学・就職等に不利益が生じないように配慮すること。

８． 臨時休業や出席停止の指示等の判断を行うに当たっては、臨時休業・出席

停止等の期間中の児童生徒等の監督者の確保や、給食のキャンセルに係る

対応等の保護者の追加的な負担等に留意し、都道府県等の衛生部局ほか首

長部局とも十分に相談の上、臨時休業や出席停止等の規模や期間等も含め、

保護者の負担を極力軽減できるような方法を検討すること。

（医療的ケアを必要とする幼児児童生徒への対応等について）

９． 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の中には、呼吸の障害を持ち、気

管切開や人工呼吸器を使用している者も多く、肺炎等の呼吸器感染症にか

かりやすい特徴があることから、主治医や学校医・医療的ケア指導医に現

在の学校を取り巻く状況を丁寧に説明し、対応方法を相談の上、その指示

に従うこと。また、登校時においては、特に、健康観察を徹底し、日々の

体調の変化に留意すること。なお、医療的ケアを必要としないが、基礎疾

患のある幼児児童生徒についても同様の対応とすること。
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